
◎労働基準法の一部を改正する法律 
（令和二年三月三一日法律第一三号）   

一、 提案理由（令和二年三月六日・衆議院厚生労働委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案につき

まして、その提案の理由及び内容の概要を御説明させていただきます。 

 賃金請求権の消滅時効については、民法では使用人の給料に係る一年の短期消滅時効

期間を定めていることを踏まえ、その特別法である労働基準法において二年の消滅時効

期間を定めています。今般、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料等

に係る短期消滅時効が廃止され、民法における契約に基づく債権の消滅時効期間が原則

五年とされること等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等につい

ても見直しを行うため、この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、賃金請求権の消滅時効期間を五年に延長するとともに、消滅時効の起算点に

ついて、客観的起算点である請求権を行使することができるときであることを明確化す

ることとしています。 

 第二に、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて、労働者名簿や賃金台帳等の書類の保

存期間及び付加金の請求を行うことができる期間について、五年に延長することとして

います。 

 第三に、賃金請求権の消滅時効が権利関係の安定や企業の労務管理の実務に与える影

響等を考慮し、当分の間、賃金請求権の消滅時効期間、労働者名簿等の書類の保存期間

及び付加金の請求を行うことができる期間について、三年とする経過措置を講ずること

としています。また、労働者間の公平を図る観点から、新たな消滅時効期間については、

この法律案の施行期日以後に賃金の支払い日が到来する賃金請求権に適用することとし

ています。 

 また、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正

後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしています。 

 最後に、この法律案の施行期日は、民法の一部を改正する法律の施行の日である令和

二年四月一日としております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 

 御審議の上、速やかに可決していただきますことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（令和二年三月一七日） 

○盛山正仁君 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案について、

厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効

が廃止されること等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等につい



て、五年に延長するとともに、当分の間は、三年とする措置等を講じようとするもので

あります。 

 本案は、去る三月五日本委員会に付託され、翌六日加藤厚生労働大臣から提案理由の

説明を聴取し、十一日に質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本

案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年三月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 賃金請求権は労働者の重要な債権であることに鑑み、施行後五年を経過した場合に

おいては、労働者の権利保護の必要性を踏まえつつ、未払賃金をめぐる紛争防止など

賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証した上で、賃金請求権の消滅時

効期間を原則の五年とすることを含め検討し、その結果を踏まえて適切な措置を講ず

ること。その環境整備のため、施行後五年の経過を待たずに賃金台帳等の記録の保存

期間の延長が可能となるよう、中小企業等における記録の電子データ化を支援し、記

録の保存等にかかる負担の軽減を図ること。 

二 労働基準監督署においては、賃金の未払いを発生させないよう、事業所に対する指

導・監督を徹底するとともに、賃金未払事案に対しては是正指導を厳正に行うこと。 

三 災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分

であるのか、施行後五年を経過した際に、労働者災害補償保険法における消滅時効期

間と併せ、検討を行うこと。 

四 改正後の規定に基づく消滅時効期間が本法の施行日以後に支払期日が到来する全て

の賃金請求権に適用されることについて、周知徹底すること。 

三、参議院厚生労働委員長報告（令和二年三月二七日） 

○そのだ修光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅

時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間

等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、経過措置における当分の間の目途、賃金台帳等の記録の保存

の在り方、災害補償請求権等の消滅時効期間を見直す必要性等について質疑を行いまし

たが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反

対の旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 



 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年三月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、賃金とは、使用者が労働者に対して労働に対する報酬として支払う正当な対価であ

り、常に法令と契約に基づいて適正に支払われるべきものであって、賃金請求権は労

働者の権利を保護するための重要な債権であることに鑑み、施行後五年を経過した場

合においては、賃金請求権の消滅時効期間等を原則の五年とすること等について速や

かに検討を行い、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 

二、その環境整備のため、賃金台帳等の記録の保存期間については、施行後五年の経過

を待たずにその延長が可能となるよう、中小企業等における賃金関連記録の電子デー

タ化を積極的に支援し、記録の保存等にかかる負担の軽減を図ること。 

三、労働基準監督署においては、賃金の未払を発生させないよう、事業所に対する指

導・監督を徹底・強化するとともに、賃金未払事案に対しては是正指導を厳正に行う

こと。 

四、災害補償請求権の消滅時効期間については、労働者の災害補償という観点から十分

であるのか、施行後五年を経過した際に、労働者災害補償保険法における消滅時効期

間と併せ、速やかに専門的見地からの検討に着手すること。 

五、労働者が消滅時効により請求権を失うことがないよう、労働者個々の事情に応じた

相談・支援の一層の充実・強化を図ること。 

六、改正後の規定に基づく消滅時効期間が本法の施行日以後に支払期日が到来する全て

の賃金請求権に適用されることを含めた改正の内容について、周知・指導を徹底する

こと。 

七、働き方改革関連法における改正項目が順次施行されていることを踏まえ、長時間労

働の是正、年次有給休暇の取得促進等の施策を着実に推進するとともに、中小企業等

における労務管理の適正化など、現場に混乱が生じないよう適切な支援を実施するこ

と。 

八、近時、労働法令が適用されない雇用類似の形態が増加している中で、労働者性を有

する者に対しては、労働基準法を始めとする労働者保護法令が適正に適用されるよう

労働者性の判断基準の周知徹底を図るとともに、その適用をなお一層厳密に行い、厳

正な指導・監督を行うこと。 

 右決議する。 

 


